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交際費等の飲食費の基準が 5 千円から 1 万円に 

 
交際費は資本金１億円以下の企業では、「定額控除限度額（年 800 万円）の特

例」と「接待飲食費の 50％損金算入特例」のいずれかの選択適用になります。 

令和６年度税制改正では交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範

囲から除外される接待飲食費の金額基準が「１人当たり 5,000 円以下」から 
「1 人当たり 1 万円以下」に引き上げることになりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
このため、今年の 4 月 1 日からは１人当たり 1 万円以下の接待飲食費は全額

損金として経費になります。 
新型コロナウイルス下でダメージを受けた飲食産業を支援するための政策で

すね。 
 

 

 

 

郵送ではなく e-mail での配信を希望される方はご連絡ください    

 

 


